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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＣＰ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ）がＥｘｔｅｎｄｅｄ　ＣＰであり、Ｄｕｐｌｅｘ方
式がＴＤＤであり、１つのサブフレーム内にダウンリンクとアップリンク用シンボルが共
に存在する特殊サブフレームである通信システム条件下で、８個のアンテナポートに対す
るＣＳＩ－ＲＳを多数のリソースエレメント（ＲＥ）から構成された資源領域に割り当て
るプロセッサを備える装置であって、
前記プロセッサは
周波数帯域における１２のサブキャリア毎も１つのサブキャリアに対応し、サブフレーム
における８及び９番目に対応するＲＥに割り当てられる１組のアンテナポートのためのＣ
ＳＩ－ＲＳは、Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ＣＰのための全部で１２のシンボルを有する１つのサ
ブフレーム
を有し、
前記１組のアンテナポートのためのＣＳＩ－ＲＳは同一のＲＥｓに割り当てられ、前記１
組のアンテナポートにおける第１のアンテナポートのためのＣＳＩ－ＲＳ及び前記１組の
アンテナポートにおける第２のアンテナポートのためのＣＳＩ－ＲＳは異なる直交符号に
よって互いに区別でき、
アンテナポートの２つの隣接する組の第１の組は第１のＲＥｓに割り当てられ、アンテナ
ポートの２つの隣接する組の第２の組は第２のＲＥｓに割り当てられ、
前記第１のＲＥｓ及び前記第２のＲＥｓは周波数軸に沿って第１ＲＥｓ及び前記第２のＲ
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Ｅｓの間で２つのＲＥｓを有することで間隔を有するように割り当てられ、高いアンテナ
ポートナンバーのＣＳＩ－ＲＳは周波数軸でより低いサブキャリアインデックスを有する
ＲＥｓに割り当てられる
ことを特徴とする装置。
【請求項２】
ＣＳＩ－ＲＳ伝送のための（７番目、８番目）、（５番目、６番目）、（３番目、４番目
）、（１番目、２番目）のアンテナポートのＣＳＩ－ＲＳは、０、３、６および９のリソ
ースエレメントのうちのサブキャリアインデックス（すなわち、リソースエレメントの１
番目、４番目、７番目および１０番目のサブキャリア）を有する２つのＲＥに各々割当て
られる
ことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
ＣＰ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ）がＥｘｔｅｎｄｅｄ　ＣＰであり、Ｄｕｐｌｅｘ方
式がＴＤＤであり、１つのサブフレーム内にダウンリンクとアップリンク用シンボルが共
に存在する特殊サブフレームである通信システム条件下で、８個のアンテナポートに対す
るＣＳＩ－ＲＳを多数のリソースエレメント（ＲＥ）から構成された資源領域に割り当て
るプロセッサを備える装置のための方法であって、
前記方法は、
前記プロセッサによって、周波数帯域における１２のサブキャリア毎も１つのサブキャリ
アに対応し、サブフレームにおける８及び９番目に対応するＲＥに割り当てられる１組の
アンテナポートのためのＣＳＩ－ＲＳは、Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ＣＰのための全部で１２の
シンボルを
有する１つのサブフレームを割り当て、
前記１組のアンテナポートのためのＣＳＩ－ＲＳは同一のＲＥｓに割り当てられ、前記１
組のアンテナポートにおける第１のアンテナポートのためのＣＳＩ－ＲＳ及び前記１組の
アンテナポートにおける第２のアンテナポートのためのＣＳＩ－ＲＳは異なる直交符号に
よって互いに区別でき、
アンテナポートの２つの隣接する組の第１の組は第１のＲＥｓに割り当てられ、アンテナ
ポートの２つの隣接する組の第２の組は第２のＲＥｓに割り当てられ、
前記第１のＲＥｓ及び前記第２のＲＥｓは周波数軸に沿って第１ＲＥｓ及び前記第２のＲ
Ｅｓの間で２つのＲＥｓを有することで間隔を有するように割り当てられ、
高いアンテナポートナンバーのＣＳＩ－ＲＳは周波数軸でより低いサブキャリアインデッ
クスを有するＲＥｓに割り当てられる
ことを特徴とする方法。
【請求項４】
ＣＳＩ－ＲＳ伝送のための（７番目、８番目）、（５番目、６番目）、（３番目、４番目
）、（１番目、２番目）のアンテナポートのＣＳＩ－ＲＳは、０、３、６および９のリソ
ースエレメントのうちのサブキャリアインデックス（すなわち、リソースエレメントの１
番目、４番目、７番目および１０番目のサブキャリア）を有する２つのＲＥに各々割当て
られる
ことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
チャネル状態情報－基準信号（ＣＳＩ－ＲＳｓ）を受信する装置であって、
前記装置は、
ＣＰ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ）がＥｘｔｅｎｄｅｄ　ＣＰであり、Ｄｕｐｌｅｘ方
式がＴＤＤであり、１つのサブフレーム内にダウンリンクとアップリンク用シンボルが共
に存在する特殊サブフレームである通信システム条件下で、８個のアンテナポートに対す
るＣＳＩ－ＲＳが割り当てられて生成されたＯＦＤＭ信号を受信する受信処理部と、
前記受信処理部で受信された信号で特定ＲＥ（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）に割
り当てられた多重アンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳを抽出するＣＳＩ－ＲＳ抽出部と
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、
前記抽出されたＣＳＩ－ＲＳに基づいてチャンネル状態情報（ＣＳＩ）を測定するチャン
ネル状態測定部と、を含み、
前記１組のアンテナポートのためのＣＳＩ－ＲＳは同一のＲＥｓに割り当てられ、前記１
組のアンテナポートにおける第１のアンテナポートのためのＣＳＩ－ＲＳ及び前記１組の
アンテナポートにおける第２のアンテナポートのためのＣＳＩ－ＲＳは異なる直交符号に
よって互いに区別でき、
アンテナポートの２つの隣接する組の第１の組は第１のＲＥｓに割り当てられ、アンテナ
ポートの２つの隣接する組の第２の組は第２のＲＥｓに割り当てられ、前記第１のＲＥｓ
及び前記第２のＲＥｓは周波数軸に沿って第１ＲＥｓ及び前記第２のＲＥｓの間で２つの
ＲＥｓを有することで間隔を有するように割り当てられることを特徴とするチャネル状態
情報－基準信号（ＣＳＩ－ＲＳｓ）を受信する装置であって、
高いアンテナポートナンバーのＣＳＩ－ＲＳは周波数軸でより低いサブキャリアインデッ
クスを有するＲＥｓに割り当てられることを特徴とするチャネル状態情報－基準信号（Ｃ
ＳＩ－ＲＳｓ）を受信する装置。
【請求項６】
ＣＳＩ－ＲＳ伝送のための（７番目，８番目），（５番目，６番目），（３番目，４番目
），（１番目，２番目）のアンテナポートのＣＳＩ－ＲＳは，０，３，６および９のリソ
ースエレメントのうちのサブキャリアインデックス（すなわち，リソースエレメントの１
番目，４番目，７番目および１０番目のサブキャリア）を有する２つのＲＥに割当てられ
る
ことを特徴とする請求項５に記載のチャネル状態情報－基準信号（ＣＳＩ－ＲＳｓ）を受
信する装置。
【請求項７】
チャネル状態情報－基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を受信する受信装置を有する装置のための
方法において，
ＣＰがＥｘｔｅｎｄｅｄ　ＣＰとして採用され，時間分割（ＴＤＤ）スキームがデュプレ
ックススキームとして採用され、１つのサブフレーム内にダウンリンクとアップリンク用
シンボルが共に存在する特殊サブフレームの条件下において，最大８つのアンテナのため
のＣＳＩ－ＲＳの割り当てを通じて生成されるＯＦＤＭ信号を前記受信装置によって受信
し，
受信された信号から特定のＲＥに割当てられた複数のアンテナポートの各々のためのＣＳ
Ｉ－ＲＳを抽出することで，チャネル状態情報－基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を取得し，
周波数帯域における１２のサブキャリア毎も１つのサブキャリアに対応し、サブフレーム
における８及び９番目に対応するＲＥに割り当てられる１組のアンテナポートのためのＣ
ＳＩ－ＲＳは、Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ＣＰのための全部で１２のシンボルを有する１つのサ
ブフレーム
を有し、
前記１組のアンテナポートのためのＣＳＩ－ＲＳは同一のＲＥｓに割り当てられ、前記１
組のアンテナポートにおける第１のアンテナポートのためのＣＳＩ－ＲＳ及び前記１組の
アンテナポートにおける第２のアンテナポートのためのＣＳＩ－ＲＳは異なる直交符号に
よって互いに区別でき、
アンテナポートの２つの隣接する組の第１の組は第１のＲＥｓに割り当てられ、アンテナ
ポートの２つの隣接する組の第２の組は第２のＲＥｓに割り当てられ、
前記第１のＲＥｓ及び前記第２のＲＥｓは周波数軸に沿って第１ＲＥｓ及び前記第２のＲ
Ｅｓの間で２つのＲＥｓを有することで間隔を有するように割り当てられ、
高いアンテナポートナンバーのＣＳＩ－ＲＳは周波数軸でより低いサブキャリアインデッ
クスを有するＲＥｓに割り当てられる
ことを特徴とするチャネル状態情報－基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を受信する受信装置を有
する装置のための方法。
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【請求項８】
ＣＳＩ－ＲＳ伝送のための（７番目、８番目）、（５番目、６番目）、（３番目、４番目
）、（１番目、２番目）のアンテナポートのＣＳＩ－ＲＳは、０、３、６および９のリソ
ースエレメントのうちのサブキャリアインデックス（すなわち、リソースエレメントの１
番目、４番目、７番目および１０番目のサブキャリア）を有する２つのＲＥに各々割当て
られることを特徴とする請求項７に記載のチャネル状態情報－基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）
を受信する受信装置を有する装置のための方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明の実施形態は無線通信システムに関し、特に、無線通信システムにおけるセル間チ
ャンネル状態情報－基準信号（Channel State Information-Reference Signal；以下、‘
ＣＳＩ－ＲＳ’という）の資源割当技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
通信システムが発展するにつれて、事業体及び個人のような消費者らは非常に多様な無線
端末機を使用するようになった。
【０００３】
現在の移動通信システムでは、音声中心のサービスを超えて、映像、無線データなどの多
様なデータを送受信できる高速大容量の通信システムであって、有線通信ネットワークに
準じる大容量データを転送できる技術開発が求められているだけでなく、情報損失を最小
化し、システム転送効率を上げることによって、システム性能を向上させることができる
適切な誤り検出方式が必須な要素となってきた。
【０００４】
また、現在の多数の通信システムではアップリンクまたはダウンリンクを通じて通信環境
などに対する情報を相手方装置に提供するために、さまざまな基準信号（Reference Sign
al）が使われている。
【０００５】
例えば、移動通信方法のうちの１つであるＬＴＥシステムでは、ダウンリンク（Downlink
）転送時、チャンネル情報を把握するために、参照信号または基準信号（Reference Sign
al）であるＣＲＳ（Cell-specific Reference Signal；以下、‘ＣＲＳ’という）をサブ
フレーム（subframe）毎に転送するようになる。
【０００６】
この際、ＣＲＳはＬＴＥシステムのダウンリンクでサポートする最大アンテナポート（an
tenna port）の数は４であるため、異なるＣＲＳが各々４個のアンテナに対して時間／周
波数で互いに異なるように割り当てられて転送される。
【０００７】
現在開発中のＬＴＥ－Ａなど、次世代の通信技術では、ダウンリンクの場合、最大８個の
アンテナをサポートすることができる。したがって、ダウンリンク転送時、既存４個のア
ンテナに対してのみ定義されているＣＲＳでは，チャンネル情報を把握するには限界があ
る。このような問題を解決するために、ＣＳＩ－ＲＳという参照信号が最大８個のアンテ
ナに対するチャンネル状態情報を把握ために新しく定義された。
【０００８】
言い換えると、送受信端の全てで最大８×８個の多重入力多重出力アンテナ（ＭＩＭＯ）
を用いる通信システムが論議されており、ユーザＵＥ（User Equipment；以下、‘ＵＥ’
という）が信号を受信または送信するアンテナポート、またはアンテナレイヤ（Layer）
毎に異なるＣＳＩ－ＲＳが転送されなければならない。現在ＣＳＩ－ＲＳに対する基本的
な定義及びオーバーヘッド（overhead）は定まっているが、具体的に各ｅＮＢ（あるいは
、ｅノードＢ）におけるまたは基地局（または、セル）におけるアンテナ別に資源領域に
対応するＣＳＩ－ＲＳパターンを割り当ててる方法はまだ定まっていない。
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【０００９】
特に、ＣＰ（Cyclic Prefix；以下、‘ＣＰ’という）の長さ、デュプレックス（Duplex
；以下、‘Duplex’という）方式などによってＣＳＩ－ＲＳが割り当てられるサブフレー
ムの形態が変化する可能性があるが、このような場合における、セル（グループ）間の干
渉を最小化するように各アンテナポートのＣＳＩ－ＲＳを資源割当する方式に対して全く
論議されていない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
本発明の一実施形態は、ＣＳＩ－ＲＳをアンテナポート別に時間－周波数資源領域に割り
当てる装置及び方法を提供することをその目的とする。
【００１１】
本発明の他の実施形態は、セル（Cell）別に直交性（orthogonal）を有するようにＣＳＩ
－ＲＳを資源領域に割り当てる装置及び方法を提供することをその目的とする。
【００１２】
本発明の他の実施形態では、ＣＳＩ－ＲＳが割り当てられるサブフレームの各形態によっ
て、セル別に直交性を有するようにＣＳＩ－ＲＳを資源領域に割り当てる装置及び方法を
提供することをその目的とする。
【００１３】
本発明の他の実施形態では、既存の通信システムの基準信号割当領域に重複してＣＳＩ－
ＲＳを割り当てることができるか否かによって、セル別に直交性を有するようにＣＳＩ－
ＲＳを資源領域に割り当てる装置及び方法を提供することをその目的とする。
【００１４】
本発明の他の実施形態では、ＣＰ長さ、Duplex方式、ＴＤＤの場合、ダウンリンクに割り
当てられたシンボル個数（ＤｗＰＴＳ）などを含むサブフレーム構成情報と、アンテナポ
ート５番（ＡＰ５）への重複割当可否などを考慮して、セル別に直交性を有するようにＣ
ＳＩ－ＲＳを資源領域に割り当てる装置及び方法を提供することをその目的とする。
【００１５】
本発明の他の実施形態は、特に、ＣＰが拡張（Extended）ＣＰであり、Duplex方式がＴＤ
Ｄであり、ＡＰ５への重複割当が許容される特殊サブフレーム（Special subframe）の条
件下で、８個のアンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳを割り当てる時、８及び９番目のシ
ンボル（シンボル番号ｌ＝７、８）にＣＳＩ－ＲＳを割り当てて、かつアンテナポート２
つずつに対するＣＳＩ－ＲＳを直交コードで区分して同一なＲＥに割り当てて、隣接する
ＣＳＩ－ＲＳ割当ＲＥの間には３個のＲＥ位間隔（間の空のＲＥが２つ存在する）を有す
るように割り当てる方法及び装置を提供することをその目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
本発明の一実施形態は、セルＩＤ、基地局（evolved-Node-B；以下、‘ｅＮＢ’という）
のアンテナまたは帯域幅情報を含むｅＮＢ（セル）情報及びサブフレームナンバーを含む
システム情報と、ＣＰの長さ、Duplex方式を含むサブフレーム構成情報によって決まるサ
ブフレーム形態によって、ＣＳＩ－ＲＳまたはＣＳＩ－ＲＳシーケンスを生成するＣＳＩ
－ＲＳ生成器及び各セル（グループ）別に各アンテナポートのＣＳＩ－ＲＳを時間－周波
数資源領域に割り当てるＣＳＩ－ＲＳ資源割当器を含むＣＳＩ－ＲＳ割当装置を提供する
。
【００１７】
また、本発明の一実施形態は、各セル（グループ）別及びアンテナポート別ＣＳＩ－ＲＳ
信号を生成するステップと、ＣＰの長さ、Duplex方式、及びDuplex方式がＴＤＤの場合、
１つのサブフレーム内にダウンリンクのためのＯＦＤＭシンボル個数（ＤｗＰＴＳ）を含
むサブフレームの構成情報と、セル（グループ）識別情報を含むシステム情報を入力また
は確認するステップと、上記サブフレーム構成情報とシステム情報を用いて１つ以上のセ
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ル（グループ）別に時間／周波数資源で直交性を有するように各アンテナポートのＣＳＩ
－ＲＳを資源空間に割り当てるステップを含むＣＳＩ－ＲＳ割当方法を提供する。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態によってＣＳＩ－ＲＳを生成してＲＥに割り当てるＣＳＩ－
ＲＳ割当装置のブロック図である。
【図２】本発明の第１実施形態によるＣＳＩ－ＲＳ割当方式を示すものであって、ＣＰの
長さ、Duplex方式、ＴＤＤの場合、ＤｗＰＴＳの個数、ＡＰ重複割当か否かなどによって
定まる各場合に対応する。
【図３】本発明の第２実施形態によるＣＳＩ－ＲＳ割当方式を示すものであって、ＣＰの
長さ、Duplex方式、ＴＤＤの場合、ＤｗＰＴＳの個数、ＡＰ重複割当か否かなどによって
定まる各場合に対応する。
【図４】本発明の第３実施形態によるＣＳＩ－ＲＳ割当方式を示すものであって、ＣＰの
長さ、Duplex方式、ＴＤＤの場合、ＤｗＰＴＳの個数、ＡＰ重複割当か否かなどによって
定まる各場合に対応する。
【図５】本発明の第４実施形態によるＣＳＩ－ＲＳ割当方式を示すものであって、ＣＰの
長さ、Duplex方式、ＴＤＤの場合、ＤｗＰＴＳの個数、ＡＰ重複割当か否かなどによって
定まる各場合に対応する。
【図６】本発明の第５実施形態によるＣＳＩ－ＲＳ割当方式を示すものであって、ＣＰの
長さ、Duplex方式、ＴＤＤの場合、ＤｗＰＴＳの個数、ＡＰ重複割当か否かなどによって
定まる各場合に対応する。
【図７】本発明の第５実施形態によるＣＳＩ－ＲＳ割当方式を示すものであって、ＣＰの
長さ、Duplex方式、ＴＤＤの場合、ＤｗＰＴＳの個数、ＡＰ重複割当か否かなどによって
定まる各場合に対応する。
【図８】本発明の第５実施形態によるＣＳＩ－ＲＳ割当方式を示すものであって、ＣＰの
長さ、Duplex方式、ＴＤＤの場合、ＤｗＰＴＳの個数、ＡＰ重複割当か否かなどによって
定まる各場合に対応する。
【図９】本発明の第６実施形態によるＣＳＩ－ＲＳ割当方式を示すものであって、ＣＰの
長さ、Duplex方式、ＴＤＤの場合、ＤｗＰＴＳの個数、ＡＰ重複割当か否かなどによって
定まる各場合に対応する。
【図１０】本発明の第７実施形態によるＣＳＩ－ＲＳ割当方式を示すものであって、ＣＰ
の長さ、Duplex方式、ＴＤＤの場合、ＤｗＰＴＳの個数、ＡＰ重複割当か否かなどによっ
て定まる各場合に対応する。
【図１１】本発明の第８実施形態によるＣＳＩ－ＲＳ割当方式を示すものであって、ＣＰ
の長さ、Duplex方式、ＴＤＤの場合、ＤｗＰＴＳの個数、ＡＰ重複割当か否かなどによっ
て定まる各場合に対応する。
【図１２】本発明の第２実施形態によるＣＳＩ－ＲＳ割当方式を示すものであって、ＣＰ
の長さ、Duplex方式、ＴＤＤの場合、ＤｗＰＴＳの個数、ＡＰ重複割当か否かなどによっ
て定まる各場合に対応する。
【図１３】本発明の第４実施形態によるＣＳＩ－ＲＳ割当方式を示すものであって、ＣＰ
の長さ、Duplex方式、ＴＤＤの場合、ＤｗＰＴＳの個数、ＡＰ重複割当か否かなどによっ
て定まる各場合に対応する。
【図１４】本発明の第６実施形態によるＣＳＩ－ＲＳ割当方式を示すものであって、ＣＰ
の長さ、Duplex方式、ＴＤＤの場合、ＤｗＰＴＳの個数、ＡＰ重複割当か否かなどによっ
て定まる各場合に対応する。
【図１５】本発明の実施形態よるＣＳＩ－ＲＳ割当及び転送方式により転送されたＣＳＩ
－ＲＳを受信する受信機の構造を示す図である。
【図１６】本発明の実施形態によるＣＳＩ－ＲＳ割当方法の流れを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
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以下、本発明の一部の実施形態を添付した図面を参照しつつ詳細に説明する。各図面の構
成要素に参照符号を付加するに当たって、同一な構成要素に対してはたとえ他の図面上に
表示されても、できる限り同一な符号を有するようにしていることに留意しなければなら
ない。また、本発明を説明するに当たって、関連した公知構成または機能に対する具体的
な説明が本発明の要旨を曖昧にすることができると判断される場合にはその詳細な説明は
省略する。
【００２０】
本発明における無線通信システムは、音声、パケットデータなどの多様な通信サービスを
提供する。
【００２１】
無線通信システムはＵＥ及びｅＮＢを含む。ＵＥとｅＮＢは以下に説明する実施形態のよ
うなＣＳＩ－ＲＳ割当またはマッピング技術と、それを用いてセル間及びアンテナポート
間の干渉を最小化しながら要求されるオーバーヘッドを満たすことができる技術が適用さ
れ、これについては図１の以下を参考にして具体的に説明する。
【００２２】
本明細書におけるＵＥは、無線通信におけるユーザ端末を意味する包括的な概念であって
、ＷＣＤＭＡ及びＬＴＥ（Long Term Evolution）、ＨＳＰＡなどにおけるＵＥ（User Eq
uipment）は勿論、ＧＳＭ（登録商標）でのＭＳ（Mobile Station）、ＵＴ（User Termin
al）、ＳＳ（Subscriber Station）、無線機器（wireless device）などを全て含む概念
として解釈される。
【００２３】
ｅＮＢまたはセル（cell）は、一般的にＵＥと通信する全ての装置、機能（ｆａｎｃｔｉ
ｏｎ）、または特定領域を意味し、ノード－Ｂ（Node-B）、セクター（Sector）、サイト
（Site）、ＢＴＳ（Base Transceiver System）、アクセスポイント（Access Point）、
リレーノード（Relay Node）等、他の用語で呼ばれるものであってもよい。
【００２４】
即ち、本明細書におけるｅＮＢまたはセル（cell）は、ＣＤＭＡでのＢＳＣ（Base Stati
on Controller）、ＷＣＤＭＡのＮｏｄｅＢ、ＬＴＥでのｅＮＢ（あるいは、サイト（sit
e））、またはセクター（sector）などがカバーする一部領域または機能を表す包括的な
意味として解釈されなければならず、メガセル、マクロセル、マイクロセル、ピコセル、
フェムトセル、及びリレーノード（relay node）通信範囲など、多様なカバレッジ領域を
全て包括する意味である。
【００２５】
ＣＤＭＡ（Code Division Multiple Access）、ＴＤＭＡ（Time Division Multiple Acce
ss）、ＦＤＭＡ（Frequency Division Multiple Access）、ＯＦＤＭＡ（Orthogonal Fre
quency Division Multiple Access）、ＯＦＤＭ－ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭ－ＴＤＭＡ、ＯＦ
ＤＭ－ＣＤＭＡのような多様な多重接続法が無線通信システムに適用される。
【００２６】
アップリンク転送及びダウンリンク転送は、互いに異なる時間を使用して転送されるＴＤ
Ｄ（Time Division Duplex）方式でも適用でき、また、互いに異なる周波数を使用して転
送されるＦＤＤ（Frequency Division Duplex）方式でも適用できる。
【００２７】
本発明が適用される無線通信システムは、アップリンク及び／またはダウンリンクＨＡＲ
Ｑをサポートすることができ、リンク適応（link adaptation）のためにＣＱＩ（channel
 quality indicator）を使用してもよい。また、ダウンリンクとアップリンク転送のため
の多重接続方式は互いに異なってもよく、例えば、ダウンリンクはＯＦＤＭＡ（Orthogon
al Frequency Division Multiple Access）を使用し、アップリンクはＳＣ－ＦＤＭＡ（S
ingle Carrier-Frequency Division Multiple Access）を使用してもよい。
【００２８】
一方、本発明の一実施形態が適用される無線通信システムの一例では、１つの無線フレー
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ム（Radio frame）または１０個のサブフレームから構成される無線フレーム、２つのス
ロット（slot）を含む１つのサブフレームであってもよい。
【００２９】
データ転送の基本単位はサブフレーム単位となり、サブフレーム単位でダウンリンクまた
はアップリンクのスケジューリングがなされる。１つのスロットは時間軸で複数のＯＦＤ
Ｍシンボルと周波数軸で少なくとも１つのサブキャリア（Subcarrier）を含んでもよく、
１つのスロットは７個または６個のＯＦＤＭシンボルを含んでもよい。
【００３０】
例えば、サブフレームは２つのタイムスロットからなり、各タイムスロットは時間領域で
７個のシンボルと周波数領域で１２個のサブキャリアを含むことができ、このように１つ
のスロットに定義される時間－周波数軸をリソースブロック（Resource Block；ＲＢ）と
呼ぶことができる。
【００３１】
無線フレームの送信時間は１０ｍｓの長さを有し、１．０ｍｓ持続時間を有する１０個の
ＴＴＩ（送信時間間隔）に分割されてもよい。“ＴＴＩ”及び“サブフレーム（sub-fram
e）”という用語は同じ意味として使用してもよい。
【００３２】
前述したように、ＴＴＩは基本送信単位（basic transmission unit）であって、１つの
ＴＴＩは同じ長さの２つのタイムスロットを含み、各タイムスロットは０．５ｍｓの持続
時間を有する。タイムスロットはシンボルに対する７個のロングブロック（long block：
ＬＢ）を含む。ＬＢはＣＰに分離される。総合すれば、１つのＴＴＩまたはサブフレーム
は１４個のＬＢシンボルを含むことができるが、本明細書はこのようなフレーム、サブフ
レーム、またはタイム－スロット構造に制限されるものではない。
【００３３】
各ＴＴＩまたはサブフレームは、時間軸で１４個または１２個のシンボル（軸）に分割さ
れる。各シンボル（軸）は１つのＯＦＤＭシンボルを運搬することができる。
【００３４】
また、２０ＭＨｚのシステム全体の帯域幅は相異する周波数のサブキャリアに分割される
。一例では１つのＴＴＩの内の１２個の連続するサブキャリアから構成されており、この
ように時間軸で１４個のシンボルと周波数軸で１２つのサブキャリアから構成された領域
をリソースブロックと呼ぶことができる。
【００３５】
例えば、１つのＴＴＩ内の１０ＭＨｚの帯域幅は周波数軸で５０個のＲＢペアを含むこと
ができる。
【００３６】
このようなリソースブロック（ＲＢ）を構成する各格子空間は、リソースエレメント（Re
source Element；以下、“ＲＥ”という）と呼ぶことができ、上記のような構造のサブフ
レームまたはリソースブロックの各々は全部で１４シンボル×１２サブフレーム＝１６８
個のＲＥまたは１２シンボル×１２サブフレーム＝１４４個のＲＥが存在することができ
る。
【００３７】
一方、ＬＴＥ通信システムではダウンリンクに３種類の基準信号（Reference Signal；Ｒ
Ｓ）が定義されている。３種類の基準信号は、セル固有基準信号（Cell-specific Refere
nce Signal；ＣＲＳ）と、ＭＢＳＦＮ基準信号（Multicast/Broadcast over Single Freq
uency Network Reference Signal；ＭＢＳＦＮ－ＲＳ）、及びＵＥ固有基準信号（UE-spe
cific Reference  Signal）である。
【００３８】
そのうち、ＣＲＳはＭＢＳＦＮ転送でないユニキャスト転送のための基準信号であって、
ＭＢＳＦＮ転送をサポートしないセル内の全てのダウンリンクサブフレームに含まれて転
送されなければならない。また、アンテナポート０乃至３のうちの１つまたは多数から転



(9) JP 5931056 B2 2016.6.8

10

20

30

40

50

送されなければならない。
【００３９】
また、ダウンリンクアンテナポート毎に１つの基準信号が転送され、スロット内のアンテ
ナポートのうちの１つのＲＳ転送のために使われるＲＥは同じスロット内の異なるアンテ
ナポートのために使われることができない。
【００４０】
ＣＲＳを時間－周波数資源ブロックにマッピングする一例として、４個のアンテナポート
別に各々異なる時間－周波数軸のＲＥにＣＲＳをマッピングする例を考慮することができ
る。各アンテナポート別にＣＲＳが割り当てられるＲＥはサブキャリアに対して６の周期
を有することができる。
【００４１】
一方、一部の次世代通信技術では、ダウンリンクの場合、最大８個のアンテナをサポート
するようになり、したがって、ダウンリンク転送時、チャンネル情報を把握するためには
既存の４個のアンテナに対してのみ定義されているＣＲＳには限界があり、このために、
ＣＳＩ－ＲＳという基準信号を新しく定義して最大８個のアンテナに対するチャンネル状
態情報を把握するようにすることができる。
【００４２】
現在、ＬＴＥ－Ａで論議されているＣＳＩ－ＲＳは、各セルに対して時間軸には一定周期
（Duty cycle）毎に、周波数軸には１つのリソースブロックに該当する１２個のサブキャ
リアの領域でアンテナポート別に１つのＲＥだけ割り当てられる。即ち、総８個のアンテ
ナポートに対しては最大８個のＲＥだけ割り当てられて転送される。この際、上記一定周
期は５個のサブフレームからなる５ｍｓの時間の倍数に該当する（即ち、５ｍｓや１０ｍ
ｓなどが上記一定周期になることができる）。仮に、上記一定周期が５ｍｓであれば、１
０ｍｓに該当する１つの無線フレーム内の１０個のサブフレームのうち、総２つのサブフ
レームにＣＳＩ－ＲＳが転送される。したがって、１つのサブフレームに対するＣＳＩ－
ＲＳパターンのみ定義すれば、他のサブフレームに対しては一定周期で割り当てればよい
。
【００４３】
一方、送受信端の全てで最大８×８個の多重入力多重出力アンテナ（ＭＩＭＯ）を用いる
通信システムが論議されており、アンテナポートまたはアンテレイヤ毎に異なるＣＳＩ－
ＲＳが転送されなければならないので、送信機は全部で８個のアンテナポートに対するＣ
ＳＩ－ＲＳを時間－周波数領域に区別されるように割り当てなければならず、特に多重セ
ル環境でセル別にも区分されるようにＣＳＩ－ＲＳを割り当てる必要がある。
【００４４】
本明細書において、アンテナ階層とは、ｅＮＢまたはＵＥから多重アンテナポートに論理
的に同時に転送可能なデータ階層をいう。但し、各アンテナ階層のデータは等しいかまた
は異なってもよい。したがって、アンテナ階層数はアンテナポート数より等しいか小さく
てもよい。
【００４５】
以下、本明細書ではアンテナポートを基準にして説明するが、アンテナレイヤ単位でも適
用できる。
【００４６】
この際、現在ＣＳＩ－ＲＳに対する基本的な定義及び上記の内容のように１つのサブフレ
ームに対する各アンテナポート別オーバーヘッドは定まったが、具体的に各アンテナ／ｅ
ＮＢ（セル）別に該当参照信号パターンの割当及び転送方法は定まっていない。したがっ
て、優先的に１つのサブフレームに対するＣＳＩ－ＲＳパターンを構成する方法が要求さ
れている。
【００４７】
このような基本定義を用いてＣＳＩ－ＲＳのために使用可能なＲＥの例を説明すると、１
つのサブフレームに対し、ノーマルサブフレーム（Normal Subframe）の場合、全部で１
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４個のシンボルのうち、既存に使われていたＣＲＳ、制御領域、ＤＭ－ＲＳ（Demodulati
on Reference Signal）Ｒｅｌ－９／１０の位置を考慮してそれらと重複しないように１
０番目のシンボルあるいは１１番目のシンボルに割り当てられて転送できる。
【００４８】
また、上記とは異なる方式により、ノーマルサブフレームに対し、Ｒｅｌ－８のＤＭ－Ｒ
Ｓまで考慮した場合、ＣＳＩ－ＲＳのために使用可能なＲＥを定めてもよい。
【００４９】
１つのサブフレームに対し、各アンテナポート別に直交性を有するＣＳＩ－ＲＳパターン
を割り当てることも重要である。しかしながら、ｅＮＢ（セル）を各定義されたＣＳＩ－
ＲＳパターンにマッピングされるＣＳＩ－ＲＳシーケンス（sequence）のみに区分する場
合、同一な時間／周波数資源で多数の隣接セルが同時にＣＳＩ－ＲＳを転送するようにな
るので、隣接セル間の干渉によって相当な性能劣化を引き起こすようになるという問題が
ある。
【００５０】
特に、協力型多重送受信システム（Cooperative Multi Point Tx／Rx System；ＣｏＭＰ
）のように、該当ユーザが現在主な送受信を行っているサービングセル（serving cell）
だけでなく、隣接セル（neighbor cell）とも参照信号を送受信する必要がある通信シス
テムでは、隣接セルのＣＳＩ－ＲＳはサービングセルより受信パワーが弱いので、サービ
ングセルと隣接セルで同一な時間／周波数資源で同時にＣＳＩ－ＲＳを転送する場合、上
記ユーザは隣接セルからのＣＳＩ－ＲＳは正しく検出し難くなる。
【００５１】
ここに、本実施形態ではセル別に時間／周波数資源に対して直交性を有するようにＣＳＩ
－ＲＳを割当（または、マッピング）して転送することによって、隣接セル間の干渉によ
る性能の低下を減らすことができる方法を提示する。
【００５２】
一方、ＣＰの長さ、Duplex方法（ＴＤＤまたはＦＤＤ）などによって、サブフレームの構
成が変わることができ、本実施形態ではさまざまな形態のサブフレームの各々に対しても
セル（グループ）別に時間／周波数資源に対して直交性を有するようにＣＳＩ－ＲＳを割
当またはマッピングして転送する方法を提示する。
【００５３】
したがって、本発明の実施形態ではＣＳＩ－ＲＳが割り当てられるサブフレームの構成情
報と、セルＩＤ、ｅＮＢのアンテナ、または帯域幅情報を含むｅＮＢ（セル）情報、及び
サブフレームナンバーを含むシステム情報の入力を受けるステップと、サブフレーム構成
情報とシステム情報を用いて１つ以上のセル（グループ）別に時間／周波数資源で直交性
を有するように各アンテナポートのＣＳＩ－ＲＳを資源空間に割り当てるステップとを含
んで構成される。
【００５４】
上記サブフレーム構成情報は、ＣＰ長さ情報とDuplex方式（ＦＤＤ／ＴＤＤ）情報を含む
ことができ、Duplex方式がＴＤＤの場合には、１つのサブフレーム内にダウンリンク（Do
wnlink）のためのＯＦＤＭシンボル個数（ＤｗＰＴＳ）を含むことができ、上記割当ステ
ップで、ＡＰ５の重複割当か否か（即ち、ＡＰ５のＲｅｌ－８ ＤＭ－ＲＳが割り当てら
れる位置にＣＳＩ－ＲＳを割り当てるかに対する考慮）をさらに考慮することができる。
また、上記割当ステップで、３番目及び４番目のＣＲＳアンテナポートに該当するＡＰ２
、３を使用するか否かもさらに考慮することができる。
【００５５】
図１は、本発明の一実施形態によってＣＳＩ－ＲＳを生成してＲＥに割り当てるＣＳＩ－
ＲＳ割当装置のブロック図である。
【００５６】
図１を参照すると、一実施形態に従うＣＳＩ－ＲＳ割当装置６００は、ＣＳＩ－ＲＳ生成
器１１０及びＣＳＩ－ＲＳ資源割当器１２０を含む。
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【００５７】
ＣＳＩ－ＲＳ生成器１１０は、サブフレーム構成情報とシステム情報などの外部情報の入
力を受けて、それに基づいてＣＳＩ－ＲＳまたはＣＳＩ－ＲＳシーケンスを生成する。こ
の際、サブフレーム構成情報はサブフレーム内のＣＰ長さまたはＣＰ構成方法（Normal C
PあるいはExtended CP）、Duplex方式（ＦＤＤまたはＴＤＤ）、各既存ＣＲＳやＤＭ－Ｒ
Ｓ（特に、Ｒｅｌ－８ ＤＭ－ＲＳ）の使用アンテナポートの数のうちの１つ以上を考慮
するようになり、これは現在ＣＳＩ－ＲＳが適用されるサブフレームに構成を把握して、
それに適したＣＳＩ－ＲＳパターンを構成して生成するためのものである。システム情報
は、ｅＮＢ（セル）情報、中継（リレー）ノード情報、ＵＥ（ユーザー装置）情報、サブ
フレームナンバーのうちの１つ以上であってもよい。一方、ｅＮＢ（セル）情報は、例え
ばｅＮＢアンテナ情報、ｅＮＢ帯域幅程度、ｅＮＢセルＩＤ情報であってもよい。特に、
上記システム情報は、必ずセルＩＤを含んでセルグループ別に互いに区別可能なＣＳＩ－
ＲＳパターンを構成できなければならない。
【００５８】
例えば、ＣＳＩ－ＲＳ生成器１１０は、ｅＮＢのアンテナや帯域幅情報のようなシステム
特化情報を用いてシーケンスの長さを決定し、セルＩＤ情報の入力を受けて予め決まった
該当セルＩＤのＣＳＩ－ＲＳを選択する。
【００５９】
ＣＳＩ－ＲＳ資源割当器１２０は、前述したサブフレーム構成情報、システム情報、及び
フレームタイミング情報などの入力を受けてＣＳＩ－ＲＳ生成器で生成したアンテナポー
ト別ＣＳＩ－ＲＳを時間－周波数資源領域に割り当てる。以後、ＲＥに割り当てられたＣ
ＳＩ－ＲＳはｅＮＢ転送フレームと多重化する。
【００６０】
即ち、ＣＳＩ－ＲＳ資源割当器１２０は、ＣＰの長さ、Duplex方式、及びDuplex方式がＴ
ＤＤの場合、１つのサブフレーム内にダウンリンクのためのＯＦＤＭシンボル個数（Ｄｗ
ＰＴＳ）などのサブフレーム構成情報によって定まるサブフレームの形態によって、各々
定まった方式により各セル（グループ）別ＣＳＩ－ＲＳを時間／周波数資源空間に直交す
るように割り当てるものである。
【００６１】
ＣＳＩ－ＲＳ資源割当器１２０は、ＣＳＩ－ＲＳのための資源割当方法により、予め定ま
った規則によってＯＦＤＭシンボル（軸）とサブキャリア位置の資源を割り当てて、予め
定まったフレームタイミングにｅＮＢ転送フレームと多重化する基本機能を遂行する。
【００６２】
一方、本実施形態によるＣＳＩ－ＲＳ資源割当器１２０は、最大８個のアンテナポート別
ＣＳＩ－ＲＳを時間－周波数軸に割り当てるに当たって、サブフレーム構成情報などから
決まるサブフレームの形態と、セルＩＤのようなシステム情報などによってセル（グルー
プ）別に直交性を有するように各アンテナポートのＣＳＩ－ＲＳを時間／周波数資源空間
に割り当てる機能をし、これについては図２乃至図１１により詳細に説明する。
【００６３】
本実施形態によるサブフレーム構成情報及びシステム情報を用いたＣＳＩ－ＲＳ割当方式
を概略的に説明すると、特定アンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳは、セル（グループ）
毎に時間／周波数（time/frequency）シフト（Shift）されるように割り当てることがで
き、特にＣＳＩ－ＲＳのためのアンテナポートが８個の場合、図１、図４、図６、図１０
、及び図１１のように周波数軸に３種類の偏移、即ち３個のセル（グループ）に対して同
一なアンテナポートのＣＳＩ－ＲＳがセル（グループ）毎に周波数軸方向に１つのサブキ
ャリアまたはＲＥだけ偏移されるように割り当ててセルグループ毎に完全に互いに区別さ
れるＣＳＩ－ＲＳ割当パターンを有するようにすることができる。また、ＣＳＩ－ＲＳの
ためのアンテナポートが８個の場合、図３、図５、及び図９のようにシンボル軸及び周波
数軸への２つのあるいは３つの偏移を通じて２つあるいは３つのセル（グループ）に対し
てセルグループ毎に完全に互いに区別されるＣＳＩ－ＲＳ割当パターンを有するようにす
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ることもできる。
【００６４】
本実施形態に従ってＣＰ長さ、Duplex方式（Duplex方式がＴＤＤの場合、１つのサブフレ
ーム内にダウンリンクのためのＯＦＤＭシンボル個数（ＤｗＰＴＳ）情報含み）による各
サブフレーム構成と、ＡＰ５の重複割当か否かによって各セル（グループ）別に区分され
るように各サブフレームにＣＳＩ－ＲＳを割り当てる例は、図２乃至図１１でより詳細に
説明する。
【００６５】
一方、本実施形態が適用される全体無線通信システムは、図１に示すようなＣＳＩ－ＲＳ
割当装置を含んで構成される。またＣＳＩ－ＲＳ割当装置はまたＣＳＩ－ＲＳ生成器１１
０及びＣＳＩ－ＲＳ資源割当器１２０で構成される。
【００６６】
一方、無線通信システムは、基本的な送信装置の構成要素であるスクランブラー、モジュ
レーションマッパー（Modulation mapper）レイヤマッパー（Layer Mapper）、プリコー
ダー（Precoder）、ＲＥマッパー（ＲＥ Mapper）、ＯＦＤＭ信号生成器（OFDM Signal G
enerator）などをさらに含むことができるが、本実施形態でこのような構成が必ず必要で
あるものではない。
【００６７】
一方、この無線通信システムはｅＮＢの通信システムであってもよい。
【００６８】
無線通信システムの基本的な動作を説明すると、ダウンリンクでチャンネルコーディング
を経て符号化（code words）されて入力されるビットは、スクランブラーによりスクラン
ブリングされた後、変調マッパー(modulation mapper)に入力される。変調マッパーは、
スクランブリングされたビットを複素モジュレーションシンボルに変調し、レイヤマッパ
ーは複素モジュレーションシンボルを１つまたは多数の転送レイヤにマッピングする。そ
の後、プリコーダー(precoder)はアンテナポートの各転送チャンネル上で複素変調シンボ
ルをプリコーディングする。その後、ＲＥマッパーが各アンテナポートに対する複素モジ
ュレーションシンボルを該当ＲＥにマッピングする。
【００６９】
一方、本実施形態によれば、ＣＳＩ－ＲＳ生成器がＣＳＩ－ＲＳを生成してＣＳＩ－ＲＳ
資源割当器に提供すれば、ＣＳＩ－ＲＳ資源割当器は単独または上記ＲＥマッパーと連動
して前述したような方式によりアンテナポート別にＣＳＩ－ＲＳを時間－周波数軸に割り
当てて、予め定まったタイミングでｅＮＢ転送フレームと多重化する。
【００７０】
その後、ＯＦＤＭ信号生成器が各アンテナポートのための複素時間ドメインＯＦＤＭ信号
（complex time domain OFDM signal ）を生成した後、この複素時間ドメインＯＦＤＭ信
号を対応するアンテナポートを介して送信する。
【００７１】
この際、ＣＳＩ－ＲＳ割当装置及びＲＥマッパーは、ハードウェアまたはソフトウェア的
に統合して実現されてもよい。
【００７２】
一方、Normal CPのＦＤＤ方式のサブフレーム構成のような一般的な場合に対して図２の
ようなＣＳＩ－ＲＳ割当方式が適用できる。
【００７３】
図２のような方式では、ＣＳＩ－ＲＳを最大８個のアンテナポート別に時間－周波数資源
領域に割り当てて、１つのサブフレーム内の１つのシンボル（軸）単位で４個のＲＥまた
はサブキャリアにアンテナポートのＣＳＩ－ＲＳを割り当てて、かつ隣接するＣＳＩ－Ｒ
Ｓ割当ＲＥまたはサブキャリアの間は３個のＲＥまたはサブキャリアだけ離隔するように
ＣＳＩ－ＲＳを割り当てる。
【００７４】
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この際、１つのサブフレーム内の全ての２つのシンボル（軸）（例えば、図２に示すよう
に、１０番目及び１１番目のＯＦＤＭシンボル）にＣＳＩ－ＲＳが割り当てられ、１つの
サブフレームに全ての８個のアンテナポートの各々に対するＣＳＩ－ＲＳの各々が他のア
ンテナポートのＣＳＩ－ＲＳと直交コードによって区分されて２つのＲＥに重複割当され
る。即ち、全ての８個のアンテナポートを４個の束（pair）に分けて、４個の束（pair）
の間にはＦＤＭに区分するようになり、束（pair）内の２つのアンテナポートはＯＣＣ（
orthogonal cover code）のような直交コードで時間軸上のＣＤＭ（ＣＤＭ－Ｔ）に区分
する。
【００７５】
この際、上記ＣＳＩ－ＲＳ資源割当器は、特定アンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳはセ
ル（グループ）毎に周波数軸方向にシフトされるように割り当てる。また、自身が属した
セルグループ（serving cellが属したセルグループ）の以外の異なるセルグループでＣＳ
Ｉ－ＲＳを送るＲＥに対してデータを送らないで空けておくブランキング（blank）を遂
行したり、またはゼロ電力で転送するミューティング（mute）を遂行してもよい。即ち、
同じアンテナポートのＣＳＩ－ＲＳがセル（グループ）毎に周波数軸方向にシフト（freq
uency shift）されるように割り当てて、特に３個のセル（グループ）に対して同じアン
テナポートのＣＳＩ－ＲＳがセル（グループ）毎に周波数軸方向に１つのサブキャリアま
たはＲＥだけシフトされるように割り当てて、１つのサブフレーム内で最小３個のセルグ
ループ毎に完全に互いに区別されるＣＳＩ－ＲＳ割当パターンを有するようにする。
【００７６】
このように、定まった１つのサブフレームに対するＣＳＩ－ＲＳパターンに対する構成方
法を図２に提示することができるが、これはサブフレーム構成（subframe configuration
）のうち、Normal CPを有し、ＦＤＤの場合という特殊な場合に限定されている。したが
って、サブフレーム構成方式がExtended CPを有したり、Duplex方法がＴＤＤの特殊なサ
ブフレーム構成での１つのサブフレームに対するＣＳＩ－ＲＳパターンをどのように構成
することかが必要である。また、ＬＴＥ Ｒｅｌ－８ ＤＭ－ＲＳであるＡＰ５（Antenna 
port Number 5）を考慮しないで構成したが、ＡＰ５による既存システムとの衝突（legac
y impact）が大きい場合、ＡＰ５の存在も考慮してＣＳＩ－ＲＳを構成する必要がある。
【００７７】
ここに、図２乃至図１１のような本発明のさまざまな実施形態では、ＣＳＩ－ＲＳパター
ンを割り当てて転送する方法において、ＣＰ長さ、Duplex方法（ＦＤＤ／ＴＤＤ）、Ante
nna port（ＡＰ）５の重複割当か否かなど、各サブフレーム構成によって多数のセルグル
ープ（Cell group）別に時間／周波数資源の面で直交性）を有するようにＣＳＩ－ＲＳを
割り当てて転送することによって、多様なサブフレーム構成で隣接セル間の干渉による性
能の低下を減らすことができるＣＳＩ－ＲＳの割当及び転送方法を提示しようとするもの
である。
【００７８】
特に、以下の図１０の実施形態のように、ＣＰがExtended CPであり、複信方式（Duplex
方式）がＴＤＤであり、ＡＰ５の重複割当が許容される特殊サブフレームである条件下で
、８個のアンテナポートに対するＣＳＩ－ＲＳを割り当てる場合、８及び９番目のシンボ
ル（シンボル番号ｌ＝７、８）にＣＳＩ－ＲＳを割り当てて、かつアンテナポート２つず
つに対するＣＳＩ－ＲＳを直交コードに区分して同じＲＥに割り当てて、隣接するＣＳＩ
－ＲＳに割当られるＲＥの間には３個のＲＥの間隔（ＲＥが割り当てられた二つのＣＳＩ
－ＲＳの間に空のＲＥが２つ存在する）を有するように割り当ててもよい。
【００７９】
図２乃至図１１は、本発明の一実施形態に従って、ＣＰの長さ、Duplex方式、及びＡＰ５
を考慮するか否かなどに伴うさまざまな条件でのＣＳＩ－ＲＳ資源割当方式を示す図であ
る。
【００８０】
図２乃至図１１に適用される基本的な前提事項は以下の通りであるが、これに限定される
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ものではない。
【００８１】
ここで、ＡＰ（Antenna port）０、１、２、３はＣＲＳのためのものであり、ＡＰ５はＲ
ｅｌ－８ ＤＭ－ＲＳのためのものである。ＣＲＳを２つのアンテナのみに使用する場合
、ＡＰ０及びＡＰ１のみ使用し、ＡＰ２、３は使用しない。ＴＤＤの場合、ＦＤＤとは異
なり、全体１０個のサブフレームに対してダウンリンク用サブフレーム、アップリンク用
サブフレームが別にあり、１つのサブフレーム内にダウンリンクのためのＯＦＤＭシンボ
ル（ＤｗＰＴＳ）、ガードバンド（Guard Band；ＧＢ）、アップリンクのためのＯＦＤＭ
シンボル（ＵｐＰＴＳ）が別に存在する特殊サブフレームがある。特殊サブフレーム内の
ダウンリンクのためのＯＦＤＭシンボルの長さは、構成されるサブフレームがNormal CP
からなる場合であるか、Extended CPからなる場合であるか、及び／または各特殊サブフ
レームのモードよって異なる。例えば、Normal CPの場合、特殊サブフレーム内のダウン
リンクのためのＯＦＤＭシンボルの個数は全部で１４個のシンボルのうち、３個、９個、
１０個、１１個、あるいは１２個のうちの１つであり、Extended CPの場合、特殊サブフ
レーム内のダウンリンクのためのＯＦＤＭシンボルの個数は全部で１２個のシンボルのう
ち、３個、８個、９個、あるいは１０個のうちの１つであってもよいが、それに限定され
るものではない。
【００８２】
この場合、ＦＳ　１（Frame Structure type 1）はＦＤＤを意味し、ＦＳ　２（Frame St
ructure type ２）はＴＤＤを意味する。
【００８３】
図２は本発明の第１実施形態によるＣＳＩ－ＲＳ割当方式を図示するものであって、前述
したようにＣＰ長さがNormal CPであり、Duplex方式がＦＤＤまたはＴＤＤであるダウン
リンクのためのサブフレームの場合に対するものである。
【００８４】
また、図２のような第１実施形態では、ＡＰ５の重複割当を許容（即ち、ＡＰ５位置にＣ
ＳＩ－ＲＳ割当可能）し、ＡＰ２、３を使用するか否かも考慮しない（即ち、使用する場
合及び使用しない場合、両方とも同一に適用される）。
【００８５】
第１実施形態では以下のような構成が適用される。
２つの連続的なOFDM シンボル（Symbol）を使用し、例えば１０番目、１１番目のシンボ
ル（即ち、ｌ＝９、１０）を含む。各２つのアンテナポートは１つのペアとし、ペアはＦ
ＤＭによってマルチプレキシング（multiplexing）され、一方、２つのアンテナポートの
ための２つの連続的なＯＦＤＭシンボルは、ＣＤＭ（即ちＣＤＭ－Ｔ）によってＯＣＣな
どの直交コード（長さ２の直交コード）を用いてマルチプレキシング（multiplexing）さ
れる。
【００８６】
本実施形態において、直交コードは２桁のウォルシュコード（Walsh Code）などのように
互いに直交性を有する任意の符号としてもよい。即ち、図２で各ＲＥの前に表示されたア
ンテナポートのＣＳＩ－ＲＳは、例えば、［１，１］のような直交コード１（ＯＣＣ １
）に区分され、各ＲＥの後に表示されるアンテナポートのＣＳＩ－ＲＳは、例えば、ＯＣ
Ｃ １と直交する［１，－１］のような直交コード２（ＯＣＣ ２）に区分されるものと同
一である。
【００８７】
以下、図２乃至図１１で、数字が表示されたＲＥはＣＳＩ－ＲＳが割り当てられるＲＥを
表し、数字はＣＳＩ－ＲＳが割り当てられるアンテナポートのナンバー（Number）である
。２つのシンボルに対して２／４／８ ＣＳＩ－ＲＳのためのアンテナポートを割り当て
ることができ（仮に、３／５／７個のアンテナポートも割り当てられる場合には各々＋１
をした場合と考える。即ち、例えばアンテナポートが７個割り当てられた場合、８個の場
合と考えてＣＳＩ－ＲＳを構成し、この際、以下に言及されるアンテナポート個数は８個
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となり、アンテナポート個数の半分は４個となる）、各々のシンボルに対してはアンテナ
ポート数の半分に該当するＲＥにＣＳＩ－ＲＳを割り当てる。例えば、８個のＣＳＩ－Ｒ
Ｓのためのアンテナポートを割り当てた場合、各々のシンボルには４個のＲＥ（あるいは
、サブキャリア）にアンテナポート別にＣＳＩ－ＲＳを割り当てるようにする。
【００８８】
１つのシンボル軸に対して隣接するＣＳＩ－ＲＳが割り当てられたＲＥの間には周波数軸
に‘２４／（アンテナポート個数）’に該当するＲＥだけの間隔があるようになる。例え
ば、８個のＣＳＩ－ＲＳのためのアンテナポートを割り当てた場合、１つのシンボル軸に
対して隣接するＣＳＩ－ＲＳが割り当てられたＲＥの間には周波数軸に３個のＲＥだけの
間隔（ＲＥの間に空のＲＥが２つ存在するようになる）が存在するようになる。
【００８９】
セルグループＩＤによって周波数シフトをしてもよく、周波数シフトは全ての１２個サブ
キャリア単位で行われる。この際、隣接するＣＳＩ－ＲＳが割り当てられたＲＥの間の間
隔によって１つのサブフレームの内で最大‘２４／（アンテナポート個数）’に該当する
互いに完全に区別されるセルグループ別パターン（直交性を有するreuse factor）を生成
できる。この際、例えば８個のＣＳＩ－ＲＳのためのアンテナポートを割り当てた場合、
周波数偏移により１つのサブフレーム内で全部で３個のセルグループ別に完全に区別され
るパターン（直交性を有するreuse factor）を生成することができる。
【００９０】
即ち、各セル別に区別されるパターンを作るために構成される全てのＲＥの個数は１つの
サブフレーム内で２つのシンボルに亘って最大２４個（あるいは、割り当てられるＣＳＩ
－ＲＳのためのアンテナポートの個数の３倍）となり、このうち、自身が属したセルグル
ープ（serving cellが属したセルグループ）の以外の異なるセルグループにＣＳＩ－ＲＳ
を送るＲＥに対してデータを送らないで空けておくブランキングを行ったり、またはゼロ
電力で転送するミューティングを行ってもよい。
【００９１】
上記のような図２の第１実施形態に従うＣＳＩ－ＲＳの割当方式により表現すれば、式１
の通りである。ここで、以下の数式の内容は、本発明の理解を助けるための代表的な例を
表現したものであり、前述した基本方式が維持される限度内で他の表現は可能である。
【００９２】
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【数１】

【００９３】

【００９４】
この際、同一のＲＥにＣＳＩ－ＲＳが重複割当されるアンテナポートのナンバー、及び周
波数軸方向へのアンテナポートナンバーの順序などは変化してもよく、図２の例示に限定
されるものではない。即ち、図２ではサブキャリアがインデックス（index）値が高まる
ほど（１，２）、（５，６）、（３，４）、（７，８）の順に割り当てたが、これに限定
されず、他のアンテナポートの組合わせやサブキャリアがインデックス値が高まるほど（
１，２）、（３，４）、（５，６）、（７，８）の順など、他の順に割り当てられても差
し支えない。
【００９５】
但し、図２に示すように、１つのＲＥに重複割当されるアンテナポートは、互いに隣接す
るアンテナポートであってもよい。即ち、図２で（ｌ，ｋ）＝（９及び１０，０）に重複
割当されるアンテナポートは互いに隣接するアンテナポート１及び２のものと同一である
。
【００９６】
このように、図２に示す第１実施形態では、セルグループＡに対してはｌ＝９、１０のシ
ンボル軸のｋ＝０，３，６，９の位置に各々（１，２）、（５，６）、（３，４）及び（
７，８）のＣＳＩ－ＲＳを割り当てて、セルグループＢに対しては同一のシンボル軸から
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周波数側に＋１だけシフトされたｋ＝１，４，７，１０の位置に各々（１，２）、（５，
６）、（３，４）、及び（７，８）のＣＳＩ－ＲＳを割り当てて、セルグループＣに対し
てはｋ＝２，５，８，１１の位置に各々（１，２）、（５，６）、（３，４）、及び（７
，８）のＣＳＩ－ＲＳを割り当てることができる。
【００９７】
しかしながら、周波数軸方向に配置されるアンテナポートの番号の組合わせ及び順序は必
ず図２に限定されるものではなく、その他の組合わせまたは順序も可能である。
【００９８】
図３は本発明の第２実施形態によるＣＳＩ－ＲＳ割当方式を示すものであって、図２の第
１実施形態のようにＣＰ長さがNormal CPであり、Duplex方式がＦＤＤまたはＴＤＤであ
るダウンリンクのためのサブフレームの場合に対するものであり、かつ第１実施形態では
ＡＰ５にも重複割当することとは異なり、図３の第２実施形態ではＡＰ５には重複割当を
排除する。
【００９９】
一方、第２実施形態ではＡＰ２，３を使用するか否かは考慮しない（即ち、使用する場合
及び使用しない場合、両方とも同様に適用される）。
【０１００】
第２実施形態では以下のような構成が適用される。
【０１０１】
２つの連続的なOFDMシンボルを使用し、かつ各セル（グループ）別に各々異なる連続した
２つのシンボル軸にＣＳＩ－ＲＳを割り当てることができる。
【０１０２】
その他、ＯＣＣコードでアンテナポートを区分するか、各シンボルにアンテナポート個数
（２／４／８及び３／５／７個）の半分に該当するＲＥにＣＳＩ－ＲＳを割り当てる構成
などは、図２の第１実施形態と同一である。
【０１０３】
互いに区別される全ての３個の基本セルグループに対してＣＳＩ－ＲＳを構成することが
でき、最初のセルグループは１０番目、１１番目のシンボル軸に対して割り当てられ、割
り当てられるＲＥは１０番目／１１番目のシンボル軸でＡＰ５が位置するＲＥを除外した
ＲＥとなる。２番目のセルグループは６番目、７番目のシンボル軸に対して割り当てられ
、割り当てられるＲＥは６番目、７番目のシンボル軸でＡＰ５及びＲｅｌ－９／１０ Ｄ
Ｍ－ＲＳが位置するＲＥを除外したＲＥとなる。３番目のセルグループは１３番目、１４
番目のシンボル軸に対して割り当てられ、割り当てられるＲＥは１３番目、１４番目のシ
ンボル軸でＡＰ５及びＲｅｌ－９／１０　ＤＭ－ＲＳが位置するＲＥを除外したＲＥとな
る。この際、各セルグループに該当するパターンは１つのセルグループに該当するパター
ンの時間／周波数シフトによって生成することができる。例えば、２番目のセルグループ
に該当するパターンは最初のセルグループに該当するパターンを時間に該当するＯＦＤＭ
シンボル軸に－４だけ、周波数に該当するサブキャリア軸に＋１だけシフトされたもので
あってもよい。
【０１０４】
８個のＣＳＩ－ＲＳアンテナポートが使われる場合には、１つのサブフレーム内に３個の
互いに区別されるセルグループ別パターン（直交性を有するreuse factor）を生成できる
。２つあるいは４個のＣＳＩ－ＲＳアンテナポートが使われる場合には、最大各々１２個
あるいは６個の互いに区別されるセルグループ別パターン（直交性を有するreuse factor
）を１つのサブフレーム内で生成できる。
【０１０５】
また、他のセル（グループ）のＣＳＩ－ＲＳが割り当てられるＲＥをミューティングまた
はブランキングすることができる構成は図２の第１実施形態と同一である。
【０１０６】
このような図３の第２実施形態によるＣＳＩ－ＲＳ割当方式を数式で表現すれば、以下の
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式２の通りである。ここで、以下の数式の内容は本発明の理解を助けるための代表的な例
を表現したものであり、前述した基本方式が維持される限度内で他の表現が可能である。
【０１０７】
【数２】

【０１０８】
この際、同一のＲＥにＣＳＩ－ＲＳが重複して割当されるアンテナポートのナンバー及び
周波数軸方向へのアンテナポートナンバーの順序などの変化は、図２の第１実施形態と類
似する。
【０１０９】
また、図３では隣接する４個のＲＥが（１，２）＋（５，６）及び（３，４）＋（７，８
）の組合で割り当てられた場合として例示されているが、これに限定されるものではなく
、他の順序や組合わせも可能である。
【０１１０】
結果的に、図３の第２実施形態では、セルグループ別に各々異なる連続した２つのシンボ
ル軸を利用し、かつ周波数側には１つのセルグループ（Ａ）が残りのセルグループ（Ｂ、
Ｃ）の割当位置より－１だけシフトされる。
【０１１１】
図４は本発明の第３実施形態によるＣＳＩ－ＲＳ割当方式を示すものである。ＣＰ長さが
Normal CPであり、Duplex方式がＴＤＤであり、ダウンリンクに割り当てられたＯＦＤＭ
シンボル数（ＤｗＰＴＳ）が１１個または１２個の場合である。この時のサブフレームは
特殊サブフレームであってもよい。
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【０１１２】
また、第３実施形態ではＡＰ５の重複割当を許容し、ＡＰ２、３を使用するか否かは考慮
しない。
【０１１３】
図４の第３実施形態では以下のような構成で実現される。
【０１１４】
２つの連続的なＯＦＤＭシンボル（軸）を使用し、例えば６番目、７番目のシンボル（即
ち、ｌ＝５，６）であってもよい。その他、ＯＣＣ符号でアンテナポートを区分するか、
各シンボルにアンテナポート個数（２／４／８及び３／５／７個）の半分に該当するＲＥ
にＣＳＩ－ＲＳを割り当てる構成などは、図２の第１実施形態と同一である。
【０１１５】
１つのシンボル軸に対して隣接するＣＳＩ－ＲＳが割り当てられたＲＥの間には周波数軸
に‘２４／（アンテナポート個数）’に対応するＲＥだけの間隔があるようになることは
第１実施形態と同一である。
【０１１６】
セルグループＩＤによって、１つのサブフレーム内で最大‘２４／（アンテナポート個数
）’に対応する互いに区別される（即ち、直交する）セルグループ別パターン生成のため
に周波数軸偏移をする構成と、他のセルグループでＣＳＩ－ＲＳを送るＲＥに対してブラ
ンキングまたはミューティングを遂行する構成などは、図２の第１実施形態と同一である
。このような図４に示す第３実施形態によるＣＳＩ－ＲＳ割当方式を数式で表現すれば、
以下の式３で表現できる。ここで、以下の数式の内容は本発明の理解を助けるための代表
的な例を表現したものであり、前述した基本方式が維持される限度内で他の表現が可能で
ある。
【０１１７】
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【数３】

【０１１８】
この際、同一のＲＥにＣＳＩ－ＲＳが重複割当されるアンテナポートのナンバー及び周波
数軸方向へのアンテナポートナンバーの順序などは、図４と異なるように変えることがで
きることは前述した図２の第１実施形態の場合と同一である。
【０１１９】
また、セルグループ別に周波数側にシフトさせる構成も図４の場合に限定されず、セルグ
ループ別に周波数軸方向に配置されるアンテナポート番号の組合わせ及び順序は、図４と
異なる組合わせまたは順序も可能である。
【０１２０】
図５は本発明の第４実施形態によるＣＳＩ－ＲＳ割当方式を示すものであって、第３実施
形態のように、ＣＰ長さがNormal CPであり、Duplex方式がＴＤＤであり、ダウンリンク
に割り当てられたＯＦＤＭシンボル数（ＤｗＰＴＳ）が１１個または１２個の場合で、か
つＡＰ５への重複割当を許容する第３実施形態とは異なり、ＡＰ５への重複割当を許容し
ない場合である。
【０１２１】
この場合のサブフレームは、特殊サブフレームと呼ぶことができる。
【０１２２】
第４実施形態において、ＡＰ２，３を使用するか否かは考慮しない。
【０１２３】
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図５の第４実施形態では、以下のような構成を含むことができる。
【０１２４】
２つの連続的なOFDM シンボルを使用し、かつ各セル（グループ）別に各々異なる連続し
た２つのシンボル軸にＣＳＩ－ＲＳを割り当てることができる。その他、ＯＣＣコードで
アンテナポートを区分するか、各シンボルにアンテナポート個数（２／４／８及び３／５
／７個）の半分に該当するＲＥにＣＳＩ－ＲＳを割り当てる構成などは、図２の第１実施
形態と同一である。
【０１２５】
互いに区別される全ての３個の基本的なセルグループに対してＣＳＩ－ＲＳを構成するこ
とができ、最初のセルグループは６番目、７番目のシンボル軸（即ち、ｌ＝５，６）に対
して割り当てられ、割り当てられるＲＥは６番目、７番目のシンボル軸でＡＰ５が位置す
るＲＥを除外したＲＥとなる。２番目のセルグループは３番目、４番目のシンボル軸（即
ち、ｌ＝２，３）に対して割り当てられ、割り当てられるＲＥは３番目、４番目のシンボ
ル軸でＡＰ５及びＲｅｌ－９／１０ ＤＭ－ＲＳが位置するＲＥを除外したＲＥとなる。
３番目のセルグループは１０番目、１１番目のシンボル軸（即ち、ｌ＝９，１０）に対し
て割り当てられ、割り当てられるＲＥは１０番目／１１番目のシンボル軸でＡＰ５及びＲ
ｅｌ－９／１０　ＤＭ－ＲＳが位置するＲＥを除外したＲＥとなる。この際、各セルグル
ープに該当するパターンは１つのセルグループに該当するパターンの時間／周波数シフト
によって生成することができる。
【０１２６】
例えば、２番目のセルグループに対応するパターンは最初のセルグループに対応するパタ
ーンを時間に該当するＯＦＤＭシンボル軸に－３だけ、周波数に該当するサブキャリア軸
に－２だけシフトされたものであってもよい。
【０１２７】
８、４及び２つのＣＳＩ－ＲＳアンテナポートが使われる場合には、１つのサブフレーム
内で各々３、６、１２個に対応する互いに区別されるセルグループ別パターン（直交性を
有するreuse factor）を生成できる構成と、他のセル（グループ）のＣＳＩ－ＲＳが割り
当てられるＲＥをミューティングまたはブランキングすることができる構成は、図３の第
２実施形態の場合と同洋である。
【０１２８】
このような図５に示す第４実施形態によるＣＳＩ－ＲＳ割当方式を数式で表現すれば、以
下の式４の通りである。ここで、以下の数式の内容は本発明の理解を助けるための代表的
な例を表現したものであり、前述した基本方式が維持される限度内で他の表現が可能であ
る。
【０１２９】
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【数４】

【０１３０】
この際、同一のＲＥにＣＳＩ－ＲＳが重複割当されるアンテナポートのナンバー及び周波
数軸方向へのアンテナポートナンバーの順序などは変えることができ、これは図２の第１
実施形態で説明したものと同一である。
【０１３１】
また、図５では（１，２）＋（５，６）を隣接する４個のＲＥに割り当てて、（３，４）
と（７，８）は離隔したＲＥに割当てたが、これに限定されるものではなく、その他のい
かなる組合わせや順序も可能である。
【０１３２】
結果的に、図１１に示す第４実施形態では、セルグループ別に各々異なる連続した２つの
シンボル軸を利用し、かつ周波数側には１つのセルグループ（Ａ）が残りのセルグループ
（Ｂ、Ｃ）の割当位置より＋２だけシフトされて割り当てられてもよい。
【０１３３】
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がNormal CPであり、Duplex方式がＴＤＤであり、ダウンリンクに割り当てられたＯＦＤ
Ｍシンボルことが（ＤｗＰＴＳ）が９個または１０個の場合である。
【０１３４】
この時のサブフレームは特殊サブフレームである。
【０１３５】
また、第５実施形態ではＡＰ５への重複割当を許容し、ＡＰ２、３を使用するか否かは考
慮しない。
【０１３６】
図６の第５実施形態では、以下のような構成を含むことができる。
【０１３７】
Ｒｅｌ－９／１０　ＤＭ－ＲＳと連動して４個のOFDM シンボルを使用し、例えば３番目
、４番目、６番目、７番目のシンボルとしてもよい。その他、ＯＣＣコードでアンテナポ
ートを区分するか、各シンボルにアンテナポート個数（２／４／８及び３／５／７個）の
半分に対応するＲＥにＣＳＩ－ＲＳを割り当てる構成などは、図２の第１実施形態と同一
である。
【０１３８】
セル（グループ）ＩＤによって、周波数軸シフトをすることができ、必要によってシンボ
ル軸シフトも追加的に備えてもよい。即ち、図６ではアンテナポート（１，２）に対して
各セルＩＤ別に周波数シフトのみを図示したが、場合によって、アンテナポート（１，２
）に対してセルグループＡではｌ＝５，６に、セルグループＢに対してはｌ＝２，３の特
定サブキャリアに割り当てることができるということである。
【０１３９】
周波数シフトは割り当てられる全てのＣＳＩ－ＲＳのためのアンテナポート個数によって
、あるいは１つのサブフレーム内で要求される全ての再使用係数（total reuse factors
）の個数によって異なることもある。例えば、８個のＣＳＩ－ＲＳのためのアンテナポー
トを割り当てた場合、周波数偏移により１つのサブフレーム内で全ての３個のセルグルー
プ別に区別されるパターン（直交性を有するreuse factor）を生成することができるよう
になる。
【０１４０】
８、４、及び２つのＣＳＩ－ＲＳアンテナポートが使われる場合には、１つのサブフレー
ム内で各々３、６、１２個に該当する互いに完全に区別されるセルグループ別パターン（
直交性を有するreuse factor）を生成できる構成と、他のセル（グループ）のＣＳＩ－Ｒ
Ｓが割り当てられるＲＥをミューティングまたはブランキングすることができる構成は、
先の実施形態と同一である。
【０１４１】
このような図６に示す第５実施形態によるＣＳＩ－ＲＳ割当方式を数式で表現すれば、以
下の式５の通りである。ここで、以下の数式の内容は本発明の理解を助けるための代表的
な例を表現したものであり、前述した基本方式が維持される限度内で他の表現が可能であ
る。
【０１４２】
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【数５】

【０１４３】
図６の第５実施形態では、２対の連続したシンボル軸であるｌ＝２／３、５／６を使用し
、かつセルグループＡに対しては（ｌ、ｋ）＝（２／３，２）、（５／６，２）の位置に
各々アンテナポート番号（５，６）、（１，２）のＣＳＩ－ＲＳを割り当てて、（ｌ、ｋ
）＝（２／３，７）、（５／６，７）の位置に各々アンテナポート番号（７，８）、（３
，４）のＣＳＩ－ＲＳを割り当てて、セルグループＢに対しては同一のシンボル軸から周
波数軸に＋１だけシフトされたｋ＝３，８位置に同一のパターンで割り当てる。
【０１４４】
この際、同一のＲＥにＣＳＩ－ＲＳが重複割当されるアンテナポートのナンバー及び周波
数軸方向へのアンテナポートナンバーの順序などは変えることができ、図６に示す例示に
限定されるものではない。
【０１４５】
また、対応するＲＥ位置に割り当てられるアンテナポート番号の組合わせ及び順序は異な
るように設定してもよく、各セル別にその組合わせ及び順序が変わってもよい。
【０１４６】
一方、図６に示す第５実施形態は、図７及び図８に示すように、２つのＰＲＢ（Physical
 Resource Block）に対して構成されてもよい。これは、全てのパワー使用（full power 
utilization）のためにＰＲＢバンドルリング（PRB-bundling）をするためのものである
。
【０１４７】
即ち、図７及び図８では、１つのＰＲＢ内で４個のシンボルを使用するが、最初の２つの
シンボルはアンテナポート１、２、３、４のために、他の２つのシンボルはアンテナポー
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ト５、６、７、８のために使用したならば、その次のＰＲＢ（例えば、奇数番目のＰＲＢ
）では以前のＰＲＢ（例えば、偶数番目ＰＲＢ）でアンテナポート１、２、３、４のため
にＣＳＩ－ＲＳを割り当てたシンボルではアンテナポート５、６、７、８のためにＣＳＩ
－ＲＳを割り当てて、反対に、以前のＰＲＢでアンテナポート５、６、７、８のためにＣ
ＳＩ－ＲＳを割り当てたシンボルではアンテナポート１、２、３、４のためにＣＳＩ－Ｒ
Ｓを割り当てる。
【０１４８】
図９は本発明の第６実施形態によるＣＳＩ－ＲＳ割当方式を示す図であって、第５実施形
態のように、ＣＰ長さがNormal CPであり、Duplex方式がＴＤＤであり、ダウンリンクに
割り当てられたＯＦＤＭシンボル数（ＤｗＰＴＳ）が９個または１０個の場合で、かつＡ
Ｐ５への重複割当を許容する第５実施形態とは異なり、ＡＰ５への重複割当を許容しない
場合に該当する。
【０１４９】
第６実施形態において、ＡＰ２、３を使用するか否かは考慮しない。
【０１５０】
図９の第６実施形態では、以下のような構成を含んでもよい。
【０１５１】
２つの連続的なOFDMシンボルを使用し、かつ各セル（グループ）別に各々異なる連続した
２つのシンボル軸にＣＳＩ－ＲＳを割り当ててもよい。その他、ＯＣＣコードでアンテナ
ポートを区分するか、各シンボルにアンテナポート個数（２／４／８及び３／５／７個）
の半分に対応するＲＥにＣＳＩ－ＲＳを割り当てる構成などは、図２の第１実施形態と同
一である。
【０１５２】
互いに区別される全ての２つの基本的なセルグループに対してＣＳＩ－ＲＳを構成するこ
とができ、最初のセルグループは６番目、７番目のシンボル軸（即ち、ｌ＝５，６）に対
して割り当てられ、割り当てられるＲＥは６番目／７番目のシンボル軸（ｌ＝５，６）で
ＡＰ５及びＲｅｌ－９／１０ ＤＭ－ＲＳが位置するＲＥを除外したＲＥとなる。２番目
のセルグループは、３番目、４番目のシンボル軸（ｌ＝２，３）に対して割り当てられ、
割り当てられるＲＥは３番目／４番目のシンボル軸（ｌ＝２，３）でＡＰ５及びＲｅｌ－
９／１０ ＤＭ－ＲＳが位置するＲＥを除外したＲＥとなる。
【０１５３】
８個のＣＳＩ－ＲＳアンテナポートが使われる場合には１つのサブフレーム内に２つの対
応する互いに区別されるセルグループ別パターン（直交性を有するreuse factor）を生成
できる。２つあるいは４個のＣＳＩ－ＲＳアンテナポートが使われる場合には、最大各々
８個あるいは４個に対応する互いに区別されるセルグループ別パターン（直交性を有する
reuse factor）を１つのサブフレーム内で生成できる。このために、各セルグループ別Ｃ
ＳＩ－ＲＳパターンは周波数及びシンボル軸にシフトされ、例えばアンテナポート（１，
２）を例に挙げれば、セルグループＡでは（ｌ、ｋ）＝（５／６，３）に割り当てられる
が、セルグループＢに対しては（ｌ、ｋ）＝（２／３，２）に割り当てられることによっ
て、セルグループによって周波数軸に－３、シンボル軸に－１だけシフトされる。
【０１５４】
即ち、各セル別に区別されるパターンを作るために構成される全てのＲＥの個数は１つの
サブフレーム内で最大１６個（あるいは、割り当てられるＣＳＩ－ＲＳのためのアンテナ
ポートの個数の２倍）となり、前述したミューティングまたはブランキングを適用できる
。
【０１５５】
このような図９の第６実施形態によるＣＳＩ－ＲＳ割当方式を数式で表現すれば、以下の
式６の通りである。ここで、以下の数式の内容は本発明の理解を助けるための代表的な例
を表現したものであり、前述した基本方式が維持される限度内で他の表現が可能である。
【０１５６】
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【数６】

【０１５７】
結果的に、図９の第６実施形態では、セルグループ別に各々異なる連続した２つのシンボ
ル軸であるｌ＝５／６、２／３を利用し、かつ周波数側には１つのセルグループ（Ａ）が
残りのセルグループ（Ｂ）の割当位置より＋１だけシフトされる。
【０１５８】
また、該当するＲＥ位置に割り当てられるアンテナポート番号の組合わせ及び順序は異な
るように設定してもよく、各セル別にその組合わせ及び順序が変わってもよく、図１３で
は（１，２）＋（５，６）を隣接する４個のＲＥに割り当てて、（３，４）と（７，８）
は離隔されたＲＥを割当したが、これに限定されるものではなく、その他のいかなる組合
わせや順序も可能である。
【０１５９】
図１０は本発明の第７実施形態によるＣＳＩ－ＲＳ割当方式を示す図であって、ＣＰ長さ
がExtended CPであり、Duplex方式がＦＤＤまたはＴＤＤの特殊サブフレームに対するも
のであって、ＡＰ５への重複割当を許容（即ち、ＡＰ５の個所にＣＳＩ－ＲＳ割当可能）
する場合である。
【０１６０】
しかしながら、第７実施形態では先の実施形態とは異なり、ＡＰ２，３は使われない場合
のみを考慮する。
【０１６１】
図１０の第７実施形態では、以下のような構成を含んでもよい。
【０１６２】
ＣＳＩ－ＲＳ資源割当のために２つの連続的なOFDM シンボルを使用し、例えば８番目、
９番目のシンボル（ｌ＝７，８）を使用する。各２つのアンテナポートは１つのペアとし
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つのアンテナポートに対する２つの連続的なOFDM シンボルは、ＯＣＣなどの直交コード
（長さ２の直交コード）を用いてＣＤＭ、即ちＣＤＭ－Ｔによってマルチプレキシング（
multiplexing）される。これは前述した実施形態の通りである。
【０１６３】
２つのシンボルに対して２／４／８ ＣＳＩ－ＲＳのためのアンテナポートを割り当てる
ことができ（仮に、３／５／７個のアンテナポートも割り当てられるときには各々＋１を
した場合と考える。即ち、例えばアンテナポートが７個割り当てられた場合、８個の場合
と考えてＣＳＩ－ＲＳを構成し、この際、以下に言及されるアンテナポート個数は８個と
なり、アンテナポート個数の半分やはり４個となる）、各々のシンボルに対してはアンテ
ナポート数の半分に該当するＲＥにＣＳＩ－ＲＳを割り当てる。例えば、８個のＣＳＩ－
ＲＳのためのアンテナポートを割り当てた場合、各々のシンボルには４個のＲＥ（あるい
は、サブキャリア）にアンテナポート別にＣＳＩ－ＲＳを割り当てるようになる。
【０１６４】
１つのシンボル軸に対して隣接するＣＳＩ－ＲＳが割り当てられたＲＥの間には周波数軸
に‘２４／（アンテナポート個数）’に対応するＲＥだけの間隔を有するようになる。例
えば、８個のＣＳＩ－ＲＳのためのアンテナポートを割り当てた場合、１つのシンボル軸
に対して隣接するＣＳＩ－ＲＳが割り当てられたＲＥの間には周波数軸に３個のＲＥの間
隔（ＲＥの間に空のＲＥが２つ存在する）があるようになる。
【０１６５】
セルグループＩＤによって、周波数軸シフトしてもよく、周波数シフトは全ての１２個サ
ブキャリア単位でなされる。この際、隣接するＣＳＩ－ＲＳが割り当てられたＲＥの間の
間隔によって１つのサブフレーム内で最大‘２４／（アンテナポート個数）’に該当する
互いに完全に区別されるセルグループ別パターン（直交性を有するreuse factor）を生成
できるようになる。この際、例えば８個のＣＳＩ－ＲＳのためのアンテナポートを割り当
てた場合、周波数シフトにより１つのサブフレーム内で全ての３個のセルグループ別に区
別されるパターン（直交性を有するreuse factor）を生成することができる。
【０１６６】
即ち、各セル別に区別されるパターンを作るために構成される全てのＲＥの個数は１つの
サブフレーム内で２つのシンボルに亘って最大２４個（あるいは、割り当てられるＣＳＩ
－ＲＳのためのアンテナポートの個数の３倍）となり、このうち、自身が属したセルグル
ープ（serving cellが属したセルグループ）の以外に他のセルグループにＣＳＩ－ＲＳを
送るＲＥに対してデータを送らないで空けておくブランキング（blanking）を行うか、ま
たはゼロ電力で転送するミューティング（muting）を行ってもよい。
【０１６７】
このような図１０の第７実施形態によるＣＳＩ－ＲＳ割当方式を数式で表現すれば、以下
の式７の通りである。ここで、以下の数式の内容は本発明の理解を助けるための代表的な
例を表現したものであり、前述した基本方式が維持される限度内で他の表現が可能である
。
【０１６８】
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【数７】

【０１６９】

【０１７０】
このように、図１０のような第７実施形態では、セルグループＡに対してはｌ＝７，８の
シンボル軸のｋ＝０，３，６，９の位置に各々（１，２）、（５，６）、（３，４）及び
（７，８）のＣＳＩ－ＲＳを割り当てて、セルグループＢに対しては同一なシンボル軸か
ら周波数側に＋１だけシフトされたｋ＝１，４，７，１０の位置に各々（１，２）、（５
，６）、（３，４）及び（７，８）のＣＳＩ－ＲＳを割り当てて、セルグループＣに対し
てはｋ＝２，５，８，１１の位置に各々（１，２）、（５，６）、（３，４）及び（７，
８）のＣＳＩ－ＲＳを割り当てることができる。
【０１７１】
この際、同一のＲＥにＣＳＩ－ＲＳが重複割当されるアンテナポートのナンバー及び周波
数軸方向へのアンテナポートナンバーの順序などは変えてもよく、図１０の例示に限定さ
れるものではない。即ち、図１０ではサブキャリアインデックス（index）値が高まるほ
ど（１，２）、（５，６）、（３，４）、（７，８）の順に割り当てたが、これに限定さ
れず、他のアンテナポート組合やサブキャリアインデックス値が高まるほど（１，２）、
（３，４）、（５，６）、（７，８）順序など、他の順に割り当てられることもできる。
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即ち、サブキャリアインデックスが低いほど高いアンテナポートナンバーのＣＳＩ－ＲＳ
を割り当ててもよく、例えば、サブキャリアインデックスが０（最初のサブキャリア）の
２つのＲＥには７，８番目のアンテナポート（アンテナポート番号＝６，７）のＣＳＩ－
ＲＳを割り当てて、サブキャリアインデックスが３、６、９（４番目、７番目、１０番目
）の２つのＲＥの各々にはアンテナポート番号（４，５）、（２，３）、（０，１）に対
するＣＳＩ－ＲＳが割り当てられてもよい。
【０１７２】
但し、図１０に示すように、１つのＲＥに重複割当されるアンテナポートは、互いに隣接
するアンテナポートであり、即ち、図１０で、（ｌ、ｋ）＝（７／８，０）に重複割当さ
れるアンテナポートは互いに隣接するアンテナポート１及び２（アンテナポート番号＝０
，１）のものと同一である。
【０１７３】
しかしながら、周波数軸方向に配置されるアンテナポート番号の組合わせ及び順序は図１
０に限定されるものではなく、その他の異なる組合わせまたは順序も可能である。
【０１７４】
図１１は本発明の第８実施形態によるＣＳＩ－ＲＳ割当方式を示す図であって、ＣＰ長さ
がExtended CPであり、Duplex方式がＴＤＤであり、ダウンリンクに割り当てられたＯＦ
ＤＭシンボル数（ＤｗＰＴＳ）が８個または９／１０個であり、ＡＰ５への重複割当を許
容（即ち、ＡＰ５の個所にＣＳＩ－ＲＳ割当可能）する場合である。
【０１７５】
また、第７実施形態と同様に、ＡＰ２，３は使われない場合のみを考慮する。
【０１７６】
このときのサブフレームは特殊サブフレームである。
【０１７７】
図１１の第８実施形態では、以下のような構成を含んでもよい。
【０１７８】
－２つのOFDMシンボルを使用し、例えば特殊サブフレームのＤｗＰＴＳで９個あるいは１
０個ＯＦＤＭシンボルを使用する場合には連続的な８番目、９番目のＯＦＤＭシンボル軸
（ｌ＝７，８）、特殊フレームのＤｗＰＴＳで８個ＯＦＤＭシンボルを使用する場合には
３番目、８番目のＯＦＤＭシンボル軸（ｌ＝２，７）を使用してもよい。
【０１７９】
その他、ＯＣＣコードでアンテナポートを区分するか、各シンボルにアンテナポート個数
（２／４／８及び３／５／７個）の半分に対応するＲＥにＣＳＩ－ＲＳを割り当てる構成
などは先の実施形態と同一である。
【０１８０】
また、１つのシンボル軸に対して隣接するＣＳＩ－ＲＳが割り当てられたＲＥの間には周
波数軸に‘２４／（アンテナポート個数）’に該当するＲＥだけの間隔があるようになる
構成は先の実施形態と同一であり、セルグループＩＤに従う周波数軸シフトを通じて１つ
のサブフレーム内で最大‘２４／（アンテナポート個数）’に対応する互いに区別される
セルグループ別パターンを生成できる構成と、他のセルグループのＣＳＩ－ＲＳ割当ＲＥ
に対するブランキングまたはミューティングを行うことは可能である。
【０１８１】
このように、図１１の第８実施形態によるＣＳＩ－ＲＳ割当方式を数式で表現すれば、以
下の式８の通りである。ここで、以下の数式の内容は本発明の理解を助けるための代表的
な例を表現したものであり、前述した基本方式が維持される限度内で他の表現が可能であ
る。
【０１８２】
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【数８】

【０１８３】
このように第８実施形態で、ＤｗＰＴＳとして９個あるいは１０個ＯＦＤＭシンボルを使
用する場合には、図１１のようにセルグループＡに対してはｌ＝７，８のシンボル軸のｋ
＝０，３，６，９の位置に各々（１，２）、（５，６）、（３，４）及び（７，８）のＣ
ＳＩ－ＲＳを割り当てて、セルグループＢに対しては同一なシンボル軸から周波数側に＋
１だけシフトされたｋ＝１，４，７，１０の位置に各々（１，２）、（５，６）、（３，
４）及び（７，８）のＣＳＩ－ＲＳを割り当てて、セルグループＣに対してはｋ＝２，５
，８，１１の位置に各々（１，２）、（５，６）、（３，４）及び（７，８）のＣＳＩ－
ＲＳを割り当てることができる。
【０１８４】
この際、同一のＲＥにＣＳＩ－ＲＳが重複割当されるアンテナポートのナンバー及び周波
数軸方向へのアンテナポートナンバーの順序などは変えてもよく、１つのＲＥに重複割当
されるアンテナポートは互いに隣接するアンテナポートである構成などは先の実施形態と
同一である。
【０１８５】
上記の第１実施形態乃至第８実施形態の各々の場合に対して１つのサブフレームに対する
再使用係数（reuse factor）、即ちセルグループ別に区別される、即ち直交性を帯びるパ
ターンの個数は２あるいは３であり、多くの場合、３となる。
【０１８６】
仮に、サブフレームシフトあるいはオフセット（offset）を用いる場合、全体の再使用係
数（total reuse factor）は‘１つのサブフレーム内の再使用係数（reuse factor）ｘ 
ＣＳＩ－ＲＳ転送周期（Duty cycle）内で割当可能なサブフレームの個数’となる。例え
ば、１つのサブフレーム内の再使用係数が３であり、転送周期が５ｍｓであり、転送周期
内の割当可能なサブフレームに個数が第１同期信号（ＰＳＳ）、第２同期信号（ＳＳＳ）
が割り当てられるサブフレームを除外したすべての４個のサブフレームの場合、全体の再
使用係数は３*４＝１２となることができる。
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【０１８７】
以下、図１２、図１３、図１４は、各々図３、図５、図９の実施形態でＡＰ５の周波数シ
フト（frequency shift、v-shift）をさらに考慮する場合のＣＳＩ－ＲＳ割当方式を示し
ている。
【０１８８】
前述したように、図３は第２実施形態によるＣＳＩ－ＲＳ割当方式であって、ＣＰ長さが
Normal CPであり、Duplex方式がＦＤＤまたはＴＤＤであるダウンリンクのためのサブフ
レームの場合に対するものであり、ＡＰ５には重複割当を排除し、ＡＰ２、３を使用する
か否かは考慮しない場合について図示した。しかしながら、この際、図３でのＡＰ５のマ
ッピング方式はＡＰ５の周波数偏移を考慮しない、即ち、v-shift＝０の時の場合に対し
てのみ示している。ここで、仮にＡＰ５の周波数偏移を考慮する場合、即ちv-shift＝０
，１，２の各々の場合を考慮する場合、図３の第２実施形態によるＣＳＩ－ＲＳ割当方式
は図１２のように図示される。
【０１８９】
この際、図１２によるＣＳＩ－ＲＳ割当方式は、以下のような構成が適用される。ＡＰ５
の周波数シフト、即ちv-shiftを考慮しないＣＳＩ－ＲＳ割当構成は先の図３による第２
実施形態と同一であるので、具体的な説明は省略する。
【０１９０】
互いに区別される３個の基本的なセルグループでなくともＡＰ５の周波数シフトと連動さ
れた３個のセルグループ束が存在する。各々はv-shift＝０の時とv-shift＝１及びv-shif
t＝２の時に該当し、各々のv-shiftに対して３個の基本セルグループが存在するようにな
る。即ち、例えば全体のセルグループを９個のグループに分けて、３個の基本セルグルー
プからなる束１つ１つがv-shiftと連動し、このようなv-shift値と連動する３個の基本セ
ルグループからなるセルグループ束は全部で３個のＡＰ５のためのv-shift値と連動して
３個が存在するようになる。
【０１９１】
全体セルグループを単に３個のグループのみに分けて、v-shiftと連動した３個のセルグ
ループからなるセルグループ束の内で１つのセルグループのみ定義してもよい。即ち、図
１２でv-shiftと連動したセルグループ束１、２、３の各々に対して存在する３個のセル
グループのうちの１つずつのみを互いに重ならないように選択するものである。
【０１９２】
８、４、及び２つのＣＳＩ－ＲＳアンテナポートが使われる場合には１つのサブフレーム
内で各々３、６、１２個に該当する互いに区別されるセルグループ別パターン（直交性を
有するreuse factor）を生成できる構成と、他のセル（グループ）のＣＳＩ－ＲＳが割り
当てられるＲＥをミューティングまたはブランキングすることができる構成と、同一なＲ
ＥにＣＳＩ－ＲＳが重複割当されるアンテナポートのナンバー及び周波数軸方向へのアン
テナポートナンバーの順序などを可変する構成及び隣接する４個のＲＥを多様な方式によ
り組合せる構成は先の実施形態と同一である。
【０１９３】
図１３は図５の第４実施形態と対応するもので、かつＡＰ５の周波数シフトまで考慮した
場合、即ちv-shift＝０，１，２の各々の場合に対するものである。
【０１９４】
図１３によるＣＳＩ－ＲＳ割当方式は、以下のような構成が適用される。
【０１９５】
基本的な構成は図５による第４実施形態と同一であるので、重複を避けるために詳細な説
明を省略する。
【０１９６】
但し、図１３の実施形態では、２番目のセルグループに該当するパターンが最初のセルグ
ループに該当するパターンを時間に対応するＯＦＤＭシンボル軸に－３だけ、周波数に該
当するサブキャリア軸に＋２だけシフトされる構成が第４実施形態と異なる（第４実施形
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態では２番目のセルグループのパターンが最初のセルグループパターンに対してサブキャ
リア軸に－２だけ偏移されている）。
【０１９７】
上記の３個に区別される基本的なセルグループでなくともＡＰ５の周波数シフトと連動し
た３個のセルグループ束が存在し、全体９個のセルグループのうち、３個の基本セルグル
ープからなる束１つ１つをv-shiftと連動し、かつ互いに重ならないようにする構成は前
述した図１２の場合と同一である。
【０１９８】
また、図１３では（１，２）＋（５，６）を隣接する４個のＲＥに割り当てて、（３，４
）と（７，８）は離隔したＲＥを割当したが、これに限定されるものではなく、その他の
いかなる組合わせや順序も可能である。
【０１９９】
図１４は図９の第６実施形態と対応するもので、かつＡＰ５の周波数シフトまで考慮した
場合である。
【０２００】
図１４によるＣＳＩ－ＲＳ割当の基本構成は、図９による第６実施形態と同一であるので
、重複を避けるために詳細な説明を省略する。
【０２０１】
但し、図１３の実施形態では、図９の２個に区別される基本的なセルグループでなくとも
ＡＰ５の周波数偏移と連動した３個のセルグループ束が存在する。各々は、v-shift＝０
の時とv-shift＝１及びv-shift＝２の時に該当し、各々のv-shiftに対して前述したよう
な２つの基本セルグループが存在するようになる。即ち、例えば全体セルグループを６個
のグループに分けて、２つの基本セルグループからなる束１つ１つがv-shiftと連動し、
このようなv-shift値と連動する２つの基本セルグループからなるセルグループ束は全て
の３個のＡＰ５のためのv-shift値と連動して３個が存在するようになる。
【０２０２】
全体セルグループを単に２つのグループのみに分けて、v-shiftと連動した２つのセルグ
ループからなるセルグループ束の内で１つのセルグループのみ定義してもよい。即ち、図
１８で、v-shiftと連動したセルグループ束１、２の各々の対してのみ存在する２つのセ
ルグループのうちの１つずつのみを互いに重ならないように選択するものである。
【０２０３】
また、該当するＲＥ位置に割り当てられるアンテナポート番号の組合わせ及び順序は異な
るように設定されてもよく、各セル別にその組合わせ及び順序が変わってのよく、図１４
では図９と多少異なるように、（１，２）＋（５，６）を隣接する４個のＲＥに割り当て
て、（３，４）と（７，８）は離隔されたＲＥで割当たが、これに限定されるものではな
く、その他のいかなる組合わせや順序も可能である。
【０２０４】
以上のように、本発明の実施形態によれば、セル（グループ）ＩＤのようなシステム情報
の以外に、ＣＰ長さやDuplex方式のようなサブフレームの構成情報と、既存の通信システ
ムでの資源割当した部分の重複割当か否か（即ち、ＡＰ５重複割当か否か）まで考慮して
、各場合に対してＣＳＩ－ＲＳを資源空間に割り当てることによって、多数のセル（グル
ープ）に対する各アンテナポートのＣＳＩ－ＲＳを干渉無しで割り当てて転送できるよう
になる。
【０２０５】
図１５は、本実施形態よるＣＳＩ－ＲＳ割当及び転送方式により転送されたＣＳＩ－ＲＳ
を受信する受信機の構造を示す図である。
【０２０６】
図１５を参照すると、無線通信システムにおけるＵＥの受信装置１５００は、受信処理部
１５１０と、ＣＳＩ－ＲＳ抽出部１５２０、リソースエレメントデマッパー（De-mapper
）１５３０と、チャンネル状態測定部１５４０などを含んでもよく、図示してはいないが
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、デコーディング部、制御部などをさらに含んでもよい。
【０２０７】
受信処理部１５１０は、受信機の各アンテナポートを介して信号を受信し、ＣＳＩ－ＲＳ
抽出部１５２０は受信された信号で特定ＲＥに割り当てられた多重アンテナポートの各々
に対するＣＳＩ－ＲＳのみを抽出する。
【０２０８】
リソースエレメントデマッパー１５３０は、図２乃至１４で説明した方式のうちの１つに
よるＣＳＩ－ＲＳ割当方式の逆順に各アンテナポート別ＣＳＩ－ＲＳシーケンスをデマッ
ピングし、チャンネル状態測定部１６４０ではデマッピングされたＣＳＩ－ＲＳを通じて
多数のアンテナを含む多重アンテナシステムで各アンテナポート別チャンネル状態情報で
ある空間チャンネル情報（Channel Spatial Information（ＣＳＩ））を取得する。
【０２０９】
図１６は、本実施形態によるＣＳＩ－ＲＳ割当方法の流れを図示する。
【０２１０】
本実施形態によるＣＳＩ－ＲＳ割当方法は、各セル（グループ）別及びアンテナポート別
ＣＳＩ－ＲＳ信号を生成するステップ（Ｓ１６１０）と、ＣＳＩ－ＲＳが割り当てられる
サブフレームの構成情報と、セル（グループ）識別情報を含むシステム情報を入力または
確認するステップ（Ｓ１６２０）と、上記サブフレーム構成情報とシステム情報を用いて
１つ以上のセル（グループ）別に時間／周波数資源で直交性を有するように各アンテナポ
ートのＣＳＩ－ＲＳを資源空間に割り当てるステップ（Ｓ１６３０）を含んで構成される
。
【０２１１】
上記サブフレーム構成情報は、ＣＰの長さ、Duplex方式、及びDuplex方式がＴＤＤの場合
、１つのサブフレーム内にダウンリンクのためのＯＦＤＭシンボル個数（ＤｗＰＴＳ）情
報を含んでもよく、上記割当ステップでＡＰ５の重複割当か否か（即ち、ＡＰ５のＣＲＳ
が割り当てられる位置にＣＳＩ－ＲＳを割り当てるかに対する考慮）をさらに考慮しても
よい。
【０２１２】
ＣＳＩ－ＲＳを割り当てるステップ（Ｓ１６３０）では、確認されたサブフレーム構成情
報（ＣＰ長さ、Duplex方式）から定まるサブフレームのタイプと、既存の通信システムの
資源の重複か否か（ＡＰ５への重複割当か否か）などを考慮して、図２乃至１４で説明し
たような方式により、各セル（グループ）別及びアンテナポートのＣＳＩ－ＲＳを時間／
周波数資源空間に割り当てる。
【０２１３】
この際、特に図１０の実施形態のように、ＣＰ（Cyclic Prefix）がExtended CPであり、
Duplex方式がＴＤＤであり、１つのサブフレーム内にダウンリンクとアップリンク用シン
ボルが共に存在する特殊サブフレームの条件下で、８個のアンテナポートに対するＣＳＩ
－ＲＳを割り当てる時、８及び９番目のシンボル（シンボル番号ｌ＝７，８）にＣＳＩ－
ＲＳを割り当てて、かつアンテナポート２つずつに対するＣＳＩ－ＲＳを直交コードで区
分して同一のＲＥに割り当てて、隣接するＣＳＩ－ＲＳ割当ＲＥの間には３個のＲＥだけ
間隔（間の空のＲＥが２つ存在する）を有するように割り当ててもよい。
【０２１４】
その他、本実施形態によるＣＳＩ－ＲＳ割当方法及び転送方法では、図２乃至１４で説明
した諸般方式または技術を用いることができ、説明の重複を避けるために詳細な説明は省
略する。
【０２１５】
以上の実施形態を利用すれば、ＣＳＩ－ＲＳ転送オーバーヘッドを守りながらも、多様な
形態のサブフレームの各々に対してもセル（グループ）別に直交性を有するようにＣＳＩ
－ＲＳを時間－周波数資源領域に割り当てて転送することによって、隣接セル間の干渉に
よる性能の低下を減らすことができるという効果がある。
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【０２１６】
このように、本発明の実施形態によれば、ＣＳＩ－ＲＳパターンを割り当てて転送する方
法に関するものであって、ＣＰ長さ、Duplex方法（ＦＤＤ／ＴＤＤ）、ＡＰ５を考慮する
か否かなど、各サブフレーム構成によって多数のセルグループ別に時間／周波数資源の面
で直交性を有するようにＣＳＩ－ＲＳを割り当てて転送することによって、多様なサブフ
レーム構成で隣接セル間の干渉による性能の低下を減らすことができるＣＳＩ－ＲＳの割
当及び転送方法を提示している。
【０２１７】
以上、本発明の実施形態を構成する全ての構成要素が１つに結合されるか、結合されて動
作するものと説明されたが、本発明が必ずこのような実施形態に限定されるものではない
。即ち、本発明の目的範囲内であれば、その全ての構成要素が１つ以上に選択的に結合し
て動作することもできる。
【０２１８】
以上の説明は、本発明の技術思想を例示的に説明したことに過ぎないものであって、本発
明が属する技術分野で通常の知識を有する者であれば、本発明の本質的な特性から逸脱し
ない範囲で多様な修正及び変形が可能である。したがって、本発明に開示された実施形態
は本発明の技術思想を限定するためのものではなく、説明するためのものであり、このよ
うな実施形態により本発明の技術思想の範囲が限定されるのではない。本発明の保護範囲
は請求範囲により解釈されなければならず、それと同等な範囲内にある全ての技術思想は
本発明の権利範囲に含まれるものと解釈されるべきである。

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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